
独立行政法人農業生物資源研究所中期目標

制定：平成18年3月1日農林水産省指令17農会第1480号

独立行政法人農業生物資源研究所（以下「研究所」 という。） は、 昭和58年に農林水産
省農業技術研究所、 同植物ウイルス研究所等を改組して創設された農林水産省農業生物
資源研究所及び昭和63年に農林水産省蚕糸試験場の改組により設置された農林水産省蚕
糸・昆虫農業技術研究所並びに大正5年に設置された農林水産省畜産試験場及び昭和22
年に設置された農林水産省家畜衛生試験場のそれぞれ一部を統合し、 先端技術の開発・
導入による生産性の飛躍的向上と農業の新たな展開を可能とする新産業の創出に関する
基礎的な研究を担う特定独立行政法人として平成13年4月1日に設立された。

研究所は、 食料・農業・農村基本法（平成11年法律第106号）、 その理念や施策の基本
方向を具体的に示した食料・農業・農村基本計画（平成12年3月24日閣議決定）及び「農
林水産研究基本目標」（平成11年11月1日農林水産技術会議決定）に基づき、 平成13年4
月の設立に伴って策定された第1期中期目標に示された研究開発を推進してきた。特に、
イネゲノムの全塩基配列解析やカイコの遺伝子組換え技術、 体細胞クロー ン技術による
遺伝子組換えブタ作出等基礎的・先導的研究において世界をリ ー ドしてきた。

農業分野のバイオテクノロジー関連新産業の振興が著しい世界の潮流において、 研究

所が取り組んでいる研究分野は、 産学官の連携の下、 今後ともより一層発展していくこ
とが期待されている。 さらに、 国の科学技術政策においても、 重点分野の一 つとしてラ
イフサイエンスが位置付けられてお り、 研究所の使命を着実に達成することへの期待は
大きい。

また、 平成 17年度中の決定に向けて現在検討中の新たな科学技術基本計画では、 「社
会・国民に支持され、 成果を還元する科学技術」、 「 人材育成と競争的環境の重視」が基
本姿勢になっている。

こうした背景の下、 研究所は、 新たな食料・農業・農村基本計画（平成17年3月25日
閣議決定）に対応して平成17年3月に策定された「農林水産研究基本計画」（平成17年3
月30日農林水産技術会議決定）に基づき、 バイオテクノロジーを活用した次世代の革新
技術の開発や新生物資源の創出、 健康や安全に寄与できる新技術の開発を図るため、 新
たな中期目標期間において、 研究領域の重点化を行い、 成果の効果的な普及を図り、 我
が国の生物資源の農業上の開発及び利用等に関する基礎的研究による農業政策及び新産
業創出に貢献すべく中期計画を策定し、 着実に実施する。

第1 中期目標の期間

研究所の中期目標の期間は、 平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間と
する。
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